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〈財務省交渉〉
赴任旅費の改善等を求める要求書を財務省に提出
「3社見積り」見直し、早期支給と自己負担軽減、事務簡素化など求める

国公労連は28日、赴任旅費の改善等を求めて財務省交渉を実施しました。
交渉には笹ヶ瀬調査政策部長を責任者に単組代表など計8人が参加し、財務省側は主計局給与共済課の高田給与調査官、秋山補佐らが対応しました。

交渉の冒頭、笹ヶ瀬調査政策部長は「赴任旅費の改善等を求める要求書」（別添）を提出し、以下のように述べました。
○　2020年度から移転料の実費支給が可能となったものの、対象外経費や扶養親族でない家族の転居費用が補償されないことに伴い、経済的負担が解消されていない。
また、2022年度から定額の3倍を超える場合の包括協議が可能となったものの、「3社見積もり」の取扱いが継続されていることに伴い、事務負担と支給時期の遅延が解消されていない。実費支給の対象経費の範囲も拡大されたものの、対象外経費には転居に伴う生活関連の費用が多岐にわたっている。
このように、赴任旅費の運用をめぐっては見直し・改善をすべき点が多い。今日は各単組から職場の実態と要求を発言するので、それに対する回答を求めたい。

続けて各単組代表から以下の追及を行いました。
〈全労働〉
〇　要求書前文にある通り、この間、赴任旅費については実費支給が可能となり、2022年度から個別協議等の要件が緩和されたことで金銭面の負担は相当軽減された。この取扱いの変更については一定受け止めたいが、逆に、請求及び支給事務が相当煩雑となり、旅行者及び総務事務担当者の負担は一層増した。加えて、支給が大幅に遅延していることは大きな問題である。
私は北海道出身であるため、実情を話すと、北海道では数百名規模の異動が毎年行われ、その多くが転居を伴う異動である。支給事務担当者は赴任旅費の早期支給のため大変な業務負担に晒されている。異動対象者の負担も非常に重く、通常、異動内示の多くは1ヶ月前に出るが、「3社の見積もりが揃うまで2週間程度の期間がかかった」、「業者から『うちで決めないと見積もりは出さない』などと引越し業者に見積もりを断られた」、「どういった見積りだと大丈夫なのかが分からないまま書類をなんとか準備した」といったケースも聞かれた。支給事務担当者からは、「引越し業者により見積りの表記が異なるため基準を満たした見積りかどうか判定が難しい」など、旅行者・支給事務担当者、それぞれから負担が増大したという声が寄せられている。加えて、引越し業者からは、「引越し繁忙シーズンに形式的な細かい見積りを取る余裕はない」といった、いわゆる民業圧迫を公務がおこなっているという印象を持たれているのではないかと危惧する。
とにかく、引越しは数十万単位の金銭支払いが生じるものである。負担や業務の煩雑さが増える一方で、支給が遅れることはあってはならないと考える。とりわけ入省間もない若手職員の経済的負担は非常に重く、借入れを行いなんとか引越ししているケースも見られ、その支給が遅れることになれば、その後の業務にも影響がでることが容易に想像できる大きな問題である。こうした負担を解消するため、3社見積りの見直しを含む負担軽減措置を検討するよう求める。

〈国土交通労組〉
〇　国土交通省の職場は、過疎地や僻地など、全国津々浦々にあり、引越し業者に見積りを依頼したくても対応してくれない事業者があるなど、3社見積りが難しい地域がある。
また、事前にメタサーチサイトでインターネット見積りを出しても、最終的には自宅で立ち会い、荷物を確認した上で見積りを出すことになるため、独身や単身の職員などは、その都度、休みを取って立ち合う必要があり、年度末の繁忙期においては、職員の負担となるだけでなく、職場にも負担をかけている。
くわえて、繁忙期の引越しでは、早めに引越しの日程を押さえなければ、希望する日が埋まってしまい、見積りを取ることすらできないことがある。そのため、赴任先が決まっても宿舎はすぐに提示されないが、おおまかな地域を指定して仮の見積りを出してもらい、宿舎が決まってから改めて正式な見積りを出してもらっている実態がある。
その際の問題点として、場所によっては道幅が狭く、荷物の載せ換えが生じ、宿舎の階数によっては、引越し業者の人数を増やす必要があるなど、当初の見積り金額から大きく増加することもある。こうした場合、一番安価な見積りを出すためには、他の業者にも同様の条件で再度見積りを依頼しなければならないが、何度も見積りを取ることは、業者に対して負担を強いることに加え、職員の負担も増えることになる。再度の見積りを依頼しても、日程が埋まっていて、同じ条件の見積りが出せないこともあるなど、引越し後に3社分の見積りが無いと判断されることも考えられるため、職員は不安を感じて対応している。
こうしたことからも、移転料の3倍未満で収まる引越し料金である場合は、1社の見積りでも可能とするような、柔軟な取扱いとしてもらいたい。
〇　また、全国異動が多い職場であることから、職場によっては公共交通機関が利用できない場所や、利用したくても利用できない時間帯で働いている交代制勤務のある職場など、様々な事情により、通勤の交通用具として、また、日常生活においても自家用車を利用しなければならない職員もいる。
そうした職場状況において、九州から東北への異動など、自家用車で赴任地に移動するだけで数日を要する場合がある。職場の業務体制を確保し、行政サービスを維持するため、すぐに着任することを求められていることからも、自家用車等を業者に運搬させる場合の車両運搬料については支給対象外となっているが、経済的な負担を軽減するため、実費支給を強く求める。
くわえて、異動時に自分で車を運転してフェリー等を利用する際の車両航送料は支給の対象となっているが、クレーン等で車両を船舶に積み込む際の車両航送料については認められていないことから、無条件で支給するよう求める。

〈全法務〉
〇　法務省の職場は全国各地にあり、離島や僻地にもある。僻地などでは3社見積もりを取ること自体が難しく、審査する側にも事務負担がかかっている。3社見積もりは見直し、あるいは何らかの緩和措置を設けるよう求める。
〇　光熱費にかかる予算の確保についても発言したい。電力価格の高騰が続き、「新電力」と呼ばれる電力の小売事業の撤退や、国や地方の行政機関においても電力調達の入札がうまくいかないケースが急増しているなどの報道が相次いでいる。
電力に関して、契約先が見つからない場合は、電力の供給が途絶えないよう、制度上の安全策が設けられており、大手電力会社は、どの電力会社とも契約を結ぶことができなかった事業者などから要求があった場合には、契約を結ぶことが義務づけられていることから、最終的には契約先を確保できることが保証されている。しかしながら、この場合の契約では、電気料金が一般より高く設定されている。
法務省においても、全国各地の施設において電力にかかる入札の不調が相次ぎ、この随意契約によって、庁費が圧迫されている施設が少なくない。また、政府は、冬季の省エネ・節電への協力を依頼しているが、この冬は厳しい寒さになることが予想されており、光熱費がさらに圧迫されかねない。
室温などの執務環境の悪化は、健康に影響する問題でもあり、今年度及び来年度の光熱費について、十分な予算の確保を求める。

〈全通信〉
〇　我われの職場は他単組に比べると規模も小さく、転居を伴う異動が決して多いわけではないが、やはり3社見積もり取得については職場から負担となっているとの声が上がっている。年度末や異動直前の忙しい時期に、3社以上業者から見積もりを取得するなど、煩雑な手間が必要であり、業者によっては契約してもらえない場合には見積もりにすら来ないとの話も聞く。
また、我われの職場では地方採用の若手職員が採用3年目に必ず本省に行く制度がある。このため、採用から僅か2年の若手職員は、年度末に自らの業務の引継ぎや整理を行うなかでの引越しの手続きとなるが、慣れない手続きに加え、見積もりを取るために年次休暇を取得するなど多大な負担となっている。
職員の負担を少しでも軽減するべく、3社見積もりの取扱いの見直し等、手続きの簡素化を求める。

〈全司法〉
〇　赴任旅費の問題点として2点、述べる。1点目は、原則として3社見積もりを求められることである。3社そろえるということは、もちろん同じ条件下で見積もりを出してもらう必要があるところ、特に異動期には条件をそろえることに苦労して3社分の見積もりをそろえることが非常に困難であるとの声が出ている。
また、総額で最も安価な業者と契約をしても、細かな部分で対象外の費用が発生しているために、結果的には別業者の見積額分しか移転料が支払われなかったケースもある。
異動する職員からすると、職場では通常業務のほかに引継ぎのための業務をこなし、移転の準備も進めなければならず、細かな点まで確認している余裕はないことから、3社見積もりをはじめとした、煩雑な手続きの解消を求める。
〇　2点目は、移転料の支給時期についてである。職員から提出される書類を精査しなければならず、これまでのような早期支給にはなっていないと認識している。貯蓄も少なく、毎月の給料も多くない若手職員からすると、数か月もの間、移転料が支払われないのはとても大きな負担であり、また若手職員ではない人にとっても同様である。
しかしながら、早期支給ができないのは、事務が複雑で理解しにくいこと、旅費事務を担当する職員が繁忙であることなどが原因であると考えられる。
実際に旅費事務を担当する職員からは、移転料の算出は後回しにして、その他の事務を優先するようにという趣旨の話を管理職からされたと聞いている。確かに繁忙な部署ではあるが、だからといって移転料の算出が後回しにされてよい事務だとは到底思えない。
〇　これらの課題を解決するため、原則3社見積もりとすることの見直しや、対象外とする経費を縮小すること、請求額が法定額の範囲内であれば法定額を支給するなど、移転料の算定を見直すことで、事務の簡素化・効率化を図ることを求める。

財務省「ご意見を聞きながら運用改善について検討」と回答
　以上の主張を受け、財務省側は要旨以下の回答・コメントをし、国公労連側とやりとりを行いました。（●…財務省、○…国公労連）
●　貴重なご意見をいただいた。支給事務については各省の運用もあるので、個別の回答は控えさせていただきたいが、制度面について回答したい。
●　移転料支給の見直しについては、各府省の状況を調べた結果、定額を超えて自己負担をしているケースがある一方、実費が定額を下回るケースも多数存在していることから、不公平を是正するということで実施しているところ。他方、国費から出費する経費であり、何らかの節約も必要だと考えている。その観点で、相見積もりをお願いしていることについてはご理解いただきたい。対象外経費については、民間企業での実態も踏まえて、検討しているところであり、今年の事務連絡改正でいくつかの経費は支給対象に変更してきた。今後もご意見を聞きながら、運用改善について検討していきたい。
〇　11月10日の参議院内閣委員会で、公明党の三浦信祐委員から国家公務員の異動による引越し費用についての質疑があり、主計局中村英正次長が、旅費法について「手続の簡素化等々、課題も多いというふうに考えておりまして、速やかに見直しを行っていきたいというふうに考えております」と答弁された。具体的な旅費法改正や運用改善について、次の異動期に間に合わせるように検討しているか？
●　検討は常日頃からしているが、具体的に「いつから」という回答は差し控える。
〇　全労働は青年組合員から赴任旅費についてアンケートを集める予定。今後そういった実態をお伝えするので、それを踏まえ、私たちの負担軽減となる検討を求める。

最後に笹ヶ瀬調査政策部長が以下のように述べ、交渉を締めくくりました。
〇　年度末・年度始めの繁忙期に、仕事の折り合いをつけて引越しをするのは相当な負担である。そこに3社見積もりという事務負担が付加されている。若年層は貯蓄がないなか、引越し費用の立て替え払いは非常に厳しい。例えば仮払い・概算払いを可能とする運用も必要ではないか。
また、本日の課題ではないが、庁舎の電力費用の課題も全国的に深刻であり、積極的な検討を求める。
最後に、今月国家公務員の給与法の改正があり、非常勤職員の給与についてはこれまで施行翌月の改定という申合せだったが、内閣人事局が遡及改定するよう文書を出した。各府省の予算不足で対応できないことがないよう、予算措置を求めたい。

以　上

《別添》
2022年11月28日


財務大臣　鈴木　俊一　殿


日本国家公務員労働組合連合会　　　
中央執行委員長　九後　健治　　


赴任旅費の改善等を求める要求書

国家公務員の赴任旅費（移転料、着後手当、扶養親族移転料）については、実費支給を可能とする運用改善が行われましたが、申請・支払い手続きが複雑化し申請者・事務担当者の負担が増大する、赴任旅費の支給が大幅に遅れるなどのあらたな問題が発生し、解消されていません。
赴任旅費は異動命令に伴う実費弁償の性質を有しているものであり、対象となる職員に負担が生じることはあってはなりません。これまで行政事務の簡素化の観点から定額方式となっていたことからすれば、実態にあわせた旅費法改正も含めた改善が必要と考えます。
　以上から、必要な予算確保をはじめ、私たちの切実な要求に対して、誠意ある回答と対応を求めます。

記

１　移転料、着後手当、扶養親族移転料を実態にあわせて改善すること。
２　個別協議事案も含め、移転料、着後手当、扶養親族移転料を速やかに支給すること。
３　移転料等の申請・支払い手続きを簡素化すること。少なくとも、以下を実現すること。
（1）実費支給の要件とされている「3社見積もり」は見直すこと。当面、柔軟な対応を可能とすること。
（2）引越業者を利用した場合に実費支給とし、それ以外については、従来どおり定額支給とすること。
４　異動者に金銭的負担が生じないよう以下を実現すること。
（1）洗濯機の据え付け工事費など生活に関連した経費は、実費支給の対象経費とすること。
（2）扶養親族でない配偶者がいる場合、引越料金実費支給額の2分の1を支給する方法は、実費支給となっていないことから、全額支給すること。


以　　上
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